
意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
D-CLASS1 

意匠分類記号 
D-CLASS2 

意匠分類の名称 

Ｆ４－９１１００ 包装用枠 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－９１１０ 全 包装用枠 

Ｆ４－９１１０Ａ 全 包装用枠 

Ｆ４－９１１０ＡＡ 全 包装用枠 

Ｆ４－９１１０ＡＢ 全 包装用枠 

Ｆ４－９１１１ 全 包装用中仕切り板 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｆ４－７１４２ 包装用容器（トレー型・内部仕切規則配列） 

Ｆ４－７１５ 包装用容器（卵容器型） 

Ｇ１－５９ 運搬用容器等部品及び付属品 

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
７ 

この分類に含まれる物品 

包装用枠 包装用中仕切り板  

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

１． 内容物を保持するために、独立して用いられることなく、容器の中で補助的に使用される枠や仕切りに

付与されます。 

 

２．この分類に含まれるものの例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録 705799 号 
袋の中仕切り

 

登録 649464 号  
包装用中仕切り板 

 

登録 1135397 号 
包装用中仕切り 

登録１１２４８７８号 
包装用枠 

 

登録１０６６２８０号  
包装用枠 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ（他の意匠分類との関係、含まれない物品など） 

１． Ｆ４－３００包装用台紙との関係 

 一枚の板紙を基台として、単に簡易に折りたたんだだけで、内容物を立体的に保持し、台紙として使

用されるものは、Ｆ４－３代の包装用台紙に含めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． Ｆ４－７代包装用容器との関係 

  出願にあたっては、願書の「意匠に係る物品」の欄の記載によって分類します。 
 「包装用容器」「包装用箱」「包装用容器の中容器」「包装用容器の内箱」「包装用トレイ」等の記載

は、Ｆ４－７代包装用容器に入ります。 

一方、「包装用枠」「包装用支持枠」「包装用支持台」等の記載は、Ｆ４－９１１００包装用枠に入りま

す。 

 

３．Ｇ１－５９運搬用容器等部品及び付属品との関係 

   運搬用容器（Ｇ１－５００、Ｇ１－５２０、Ｇ１－５２１）の中仕切りは、Ｇ１－５９運搬用容器等部品及び 

  付属品に分類します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D-CLASS10 

過去に分類した物品の名称 

包装用仕切枠 包装用中仕切板 包装用中仕切 

包装箱用仕切り板 包装用仕切板 商品支持台紙 

包装用台紙 袋の中仕切り 包装用容器の中枠 

包装用枠 魚体仕切り具 衛星放送受信アンテナ包装用中仕切り 

パッキング用板紙 包装箱用仕切り枠 包装容器用天押さえ具 

包装用緩衝支持ケース 包装用緩衝具 運搬用容器の中仕切り 

包装用中仕切り板 包装用中仕切り 収納物保持枠体 

運搬容器用仕切板 包装用支持枠 包装用支持台 

   

登録 947205 号 商品支持台紙

 参考図 

G1-59 へ 
816208 号 運搬用容器の仕切板 

 

 


